
－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － 実費／持込

２回/週以上（注5） － ２回/週以上（注6） －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

衣類の着脱 － － － －

－ － － －

日常生活リハビリ（※） － 日常生活リハビリ（※） －

－ タクシー代等は実費 － タクシー代等は実費

緊急時対応サービス

適宜対応 － 適宜対応 －

適宜対応 － 適宜対応 －

１回/週以上 － １回/週以上 －

必要に応じて － 必要に応じて －

－ － 必要に応じて －

－ － 必要に応じて －

－ 購入物品代実費 必要に応じて 購入物品代実費

－ 証明書類等は実費 － 証明書類等は実費

巡回サービス （注7）

希望・状態に応じて － 希望・状態に応じて －

希望・状態に応じて － 希望・状態に応じて －

健康管理サービス

－ 2回/年（注1） － 2回/年（注1）

適宜対応 － 適宜対応 －

適宜対応 － 適宜対応 －

－ 状態に応じて － 状態に応じて

必要に応じて 薬剤管理（注3） 必要に応じて 薬剤管理（注3）

入退院時、入院中のサービス

－ 医療保険の１部負担 － 医療保険の１部負担

－(注4) タクシー代等は実費 －(注4) タクシー代等は実費

アクティビティ、その他サービス

－ － － －

－ 購入物品代実費 － 購入物品代実費

－ 参加費実費 － 参加費実費

－ 材料代実費 － 材料代実費

－ 交通費・外食代実費 － 交通費・外食代実費

－ 利用料実費 － 利用料実費

－ 旅行代実費 － 旅行代実費

－ 参加費実費 － 参加費実費

記録の謄写 － 実費負担 － 実費負担

※日常生活リハビリとは、ベッド上での寝返り・起き上がり・端座位、立ち上がり、トイレまたはホールへの
   移動・移乗、散歩・買い物等の歩行訓練などの日常生活に密着した機能訓練のこと。

      サービス内容は、個人毎に作成されるケアプランに記載しています。

（注3）　薬の管理・服薬指導は、週に１度委託薬剤師が施設を訪れ行います。これは、介護保険上、
           「介護予防特定施設入居者生活介護」とは別の、「居宅療養管理指導サービス」で、別途、費用の１割負担が
           必要となります。介護職員は、薬剤師の指示により、服薬援助をします。
（注4）　緊急時の病院等への移送サービスは、上記の緊急時の対応として行います。
（注5）　浴室環境の整備を行い、必要に応じ、安否確認を行います。
（注6）　浴室環境の整備を行い、必要に応じ、見守りを行います。
（注7）　巡回サービスは、希望および状態に応じて行います。また、昼間は最低1回実施いたします。

旅行援助

社会参加（公民館利用）

※～以上と表記されている箇所について、記載以上の実施頻度で提供したサービスについても予防給付に含まれます。
（注1）　健康診断は、年に２回実施機会を設けます。健康診断は実費となります。
（注2）　協力医療機関の医師が月に２回居室に往診します。医療保険の一部負担が必要になります。

☆　この「介護予防サービス等の一覧表」は、サービスの概要を示したもので、より具体的で細かな

散歩援助

買い物援助

各種イベント／季節行事

趣味活動等

外出・外食援助

理容・美容

健康診断

健康相談

生活相談

医師の往診

服薬援助

医療費

移送サービス

　○洗濯

　○居室配膳・下膳

　○代行
買い物

役所手続き

昼間6時～20時

夜間20時～6時

　○機能訓練

　○通院の介助／同行

ﾅｰｽｺｰﾙ

緊急搬送

生活サービス

　○清掃
居室

洗面台・トイレ

　○入浴等

一般浴介助

清拭

機械浴介助

　○身辺介助

体位交換

居室からの移動

身だしなみ介助

介護予防サービス

　○食事介助

　○排泄

排泄介助

おむつ交換

おむつ代

介護を行う場所 利用者居室／共有フロア 利用者居室／共有フロア

サービスの分類
介護予防給付に

含むｻｰﾋﾞｽ
介護予防給付に含まれず

料金を徴収するｻｰﾋﾞｽ

介護予防給付に
含むｻｰﾋﾞｽ

介護予防給付に含まれず

料金を徴収するｻｰﾋﾞｽ

介護予防サービス等の一覧表

要介護認定結果 要支援１ 要支援２

状態

・友人との行き来や趣味活動の継続、地域
行事への参加範囲が狭くなった。
・日常での生活において、希望を実行する
ための自己判断する範囲が狭くなった。
・仕事や社会での役割(ボランティアなど）の
活動範囲が狭くなった。

・友人との行き来や趣味活動の継続、地域
行事への参加範囲が狭くなった。
・日常での生活において、希望を実行する
ための自己判断する範囲が狭くなった。
・仕事や社会での役割(ボランティアなど）の
活動範囲が狭くなった。



状態に応じて － 状態に応じて － 状態に応じて －

状態に応じて － 状態に応じて － 状態に応じて －

状態に応じて － 状態に応じて － 一部・全面介助 －

－ 実費／持込 － 実費／持込 － 実費／持込

２回/週以上 － ２回/週以上 － ２回/週以上 －

－ － － － 状態に応じて －

－ － － － － －

－ － － － 一部介助 －

状態に応じて － 状態に応じて － 状態に応じて －

衣類の着脱 一部介助 － 一部介助 － 一部・全面介助 －

一部介助 － 一部・全面介助 － 一部・全面介助 －

日常生活リハビリ（※） － 日常生活リハビリ（※） － 日常生活リハビリ（※） －

－ タクシー代等は実費 － タクシー代等は実費 － タクシー代等は実費

緊急時対応サービス

適宜対応 － 適宜対応 － 適宜対応 －

適宜対応 － 適宜対応 － 適宜対応 －

１回/週以上 － １回/週以上 － １回/週以上 －

必要に応じて － 必要に応じて － 必要に応じて －

必要に応じて － 必要に応じて － 必要に応じて －

必要に応じて － 必要に応じて － 必要に応じて －

必要に応じて 購入物品代実費 必要に応じて 購入物品代実費 必要に応じて 購入物品代実費

－ 証明書類等は実費 － 証明書類等は実費 － 証明書類等は実費

巡回サービス （注5）

希望・状態に応じて － 希望・状態に応じて － 希望・状態に応じて －

希望・状態に応じて － 希望・状態に応じて － 希望・状態に応じて －

健康管理サービス

－ 2回/年（注1） － 2回/年（注1） － 2回/年（注1）

適宜対応 － 適宜対応 － 適宜対応 －

適宜対応 － 適宜対応 － 適宜対応 －

－ 2回/月（注2） － 2回/月（注2） － 2回/月（注2）

必要に応じて 薬剤管理（注3） 必要に応じて 薬剤管理（注3） 必要に応じて 薬剤管理（注3）

入退院時、入院中のサービス

－ 医療保険の１部負担 － 医療保険の１部負担 － 医療保険の１部負担

－(注4) タクシー代等は実費 －(注4) タクシー代等は実費 －(注4) タクシー代等は実費

アクティビティ、その他サービス
必要に応じて付添援助 － 必要に応じて付添援助 － 必要に応じて付添援助 －

必要に応じて付添援助 購入物品代実費 必要に応じて付添援助 購入物品代実費 必要に応じて付添援助 購入物品代実費

必要に応じて付添援助 参加費実費 必要に応じて付添援助 参加費実費 必要に応じて付添援助 参加費実費

必要に応じて付添援助 材料代実費 必要に応じて付添援助 材料代実費 必要に応じて付添援助 材料代実費

必要に応じて付添援助 交通費・外食代実費 必要に応じて付添援助 交通費・外食代実費 必要に応じて付添援助 交通費・外食代実費

必要に応じて付添援助 利用料実費 必要に応じて付添援助 利用料実費 必要に応じて付添援助 利用料実費

必要に応じて付添援助 旅行代実費 必要に応じて付添援助 旅行代実費 必要に応じて付添援助 旅行代実費

必要に応じて付添援助 参加費実費 必要に応じて付添援助 参加費実費 必要に応じて付添援助 参加費実費

記録の謄写 － 実費負担 － 実費負担 － 実費負担

※日常生活リハビリとは、ベッド上での寝返り・起き上がり・端座位、立ち上がり、トイレまたはホールへの

（注3）  薬の管理・服薬指導は、週に１度委託薬剤師が施設を訪れ行います。これは、介護保険上、「特定施設入居者生活介護」とは別の、

　        「居宅療養管理指導サービス」で、別途、費用の１割負担が必要となります。介護職員は、薬剤師の指示により、服薬援助をします。

（注4）  緊急時の病院等への移送サービスは、上記の緊急時の対応として行います。

☆この「介護サービス等の一覧表」は、サービスの概要を示したもので、より具体的で細かなサービス内容は、個人毎に作成される

　 ケアプランに記載しています。

旅行援助

社会参加（公民館利用）

　 移動・移乗、散歩・買い物等の歩行訓練などの日常生活に密着した機能訓練のこと。

※～以上と表記されている箇所について、記載以上の実施頻度で提供したサービスについても介護保険給付に含まれます。

（注1）　健康診断は、年に２回実施機会を設けます。健康診断は実費となります。

（注2）　協力医療機関の医師が月に２回居室に往診します。医療保険の一部負担が必要になります。

散歩援助

買い物援助

各種イベント／季節行事

趣味活動等

外出・外食援助

理容・美容

健康診断

健康相談

生活相談

医師の往診

服薬援助

医療費

移送サービス

　○洗濯

　○居室配膳・下膳

　○代行
買い物

役所手続き

昼間6時～20時

夜間20時～6時

ﾅｰｽｺｰﾙ

緊急搬送

生活サービス

　○清掃
居室

洗面台・トイレ

　○身辺介助

体位交換

居室からの移動

身だしなみ介助

　○機能訓練

　○通院の介助／同行

介護保険給付に
含むｻｰﾋﾞｽ

介護保険給付に含まれず

料金を徴収するｻｰﾋﾞｽ

　○入浴等

一般浴介助

清拭

機械浴介助

介護サービス

　○食事介助

　○排泄

排泄介助

おむつ交換

おむつ代

介護保険給付に
含むｻｰﾋﾞｽ

状態

・身だしなみや居室の掃除などの身の回り
の世話に何らかの介助を必要とする。
・立ち上がりや両足での立位保持など複雑
な動作に何らかの支えを必要とすることが
ある。
・排泄や食事はほとんど自分一人でできる。
・問題行動や理解の低下が見られることが
ある。

・身だしなみや居室の掃除などの身の回り
の世話の全般に何らかの介助を必要とす
る。
・立ち上がりや片足での立位保持など複雑
な動作に何らかの支えを必要とする。
・歩行や両足の立位保持などの移動動作に
何らかの支えを必要とする。
・排泄や食事に何らかの介助を必要とする
ことがある。
・問題行動や理解の低下が見られることが
ある。

・身だしなみや居室の掃除などの身の回り
の世話が自分一人ではできない。
・立ち上がりや片足での立位保持など複雑
な動作が自分一人ではできない。
・歩行や両足の立位保持などの移動の動
作が自分でできないことがある。
・排泄が自分一人ではできない。
・いくつかの問題行動や理解の低下が見ら
れることがある。

介護を行う場所 利用者専用介護居室／共有フロア 利用者専用介護居室／共有フロア

介護保険給付に含まれず

料金を徴収するｻｰﾋﾞｽ
サービスの分類

（注5）　巡回サービスは、希望および状態に応じて行います。また、昼間は最低1回実施いたします。

利用者専用介護居室／共有フロア

介護サービス等の一覧表①

要介護認定結果 要介護１ 要介護２ 要介護３

介護保険給付に
含むｻｰﾋﾞｽ

介護保険給付に含まれず

料金を徴収するｻｰﾋﾞｽ



状態に応じて － 状態に応じて －
状態に応じて － 状態に応じて －

全面介助 － 全面介助 －
－ 実費／持込 － 実費／持込

２回/週以上 － ２回/週以上 －
状態に応じて － 状態に応じて －
２回/週以上 － ２回/週以上 －

一部・全面介助 － 一部・全面介助 －
状態に応じて － 状態に応じて －

衣類の着脱 一部・全面介助 － 全面介助 －
一部・全面介助 － 全面介助 －

日常生活リハビリ（※） － 日常生活リハビリ（※） －
－ タクシー代等は実費 － タクシー代等は実費

緊急時対応サービス
適宜対応 － 適宜対応 －
適宜対応 － 適宜対応 －

１回/週以上 － １回/週以上 －
必要に応じて － 必要に応じて －
必要に応じて － 必要に応じて －
必要に応じて ー 必要に応じて ー

必要に応じて 購入物品代実費 必要に応じて 購入物品代実費

－ 証明書類等は実費 － 証明書類等は実費

巡回サービス （注5）
希望・状態に応じて － 希望・状態に応じて －
希望・状態に応じて － 希望・状態に応じて －

健康管理サービス
－ 2回/年（注1） － 2回/年（注1）

適宜対応 － 適宜対応 －
適宜対応 － 適宜対応 －

－ 2回/月（注2） － 2回/月（注2）
必要に応じて 薬剤管理（注3） 必要に応じて 薬剤管理（注3）

入退院時、入院中のサービス
－ 医療保険の１部負担 － 医療保険の１部負担

－(注4) タクシー代等は実費 －(注4) タクシー代等は実費

アクティビティ、その他サービス
必要に応じて付添援助 － 必要に応じて付添援助 －
必要に応じて付添援助 購入物品代実費 必要に応じて付添援助 購入物品代実費

必要に応じて付添援助 参加費実費 必要に応じて付添援助 参加費実費

必要に応じて付添援助 材料代実費 必要に応じて付添援助 材料代実費

必要に応じて付添援助 交通費・外食代実費 必要に応じて付添援助 交通費・外食代実費

必要に応じて付添援助 利用料実費 必要に応じて付添援助 利用料実費

必要に応じて付添援助 旅行代実費 必要に応じて付添援助 旅行代実費

必要に応じて付添援助 参加費実費 必要に応じて付添援助 参加費実費

記録の謄写 － 実費負担 － 実費負担

※日常生活リハビリとは、ベッド上での寝返り・起き上がり・端座位、立ち上がり、トイレまたはホールへの

　 個人毎に作成されるケアプランに記載しています。

（注2）　協力医療機関の医師が月に２回居室に往診します。医療保険の一部負担が必要になります。

（注3）  薬の管理・服薬指導は、週に１度委託薬剤師が施設を訪れ行います。これは、介護保険上、「特定施設

　        入居者生活介護」とは別の、「居宅療養管理指導サービス」で、別途、費用の１割負担が必要となります。

          介護職員は、薬剤師の指示により、服薬援助をします。

（注4）  緊急時の病院等への移送サービスは、上記の緊急時の対応として行います。

☆この「介護サービス等の一覧表」は、サービスの概要を示したもので、より具体的で細かなサービス内容は、

（注5）　巡回サービスは、希望および状態に応じて行います。また、昼間は最低1回実施いたします。

旅行援助

社会参加（公民館利用）

　 移動・移乗、散歩・買い物等の歩行訓練などの日常生活に密着した機能訓練のこと。

※～以上と表記されている箇所について、記載以上の実施頻度で提供したサービスについても

　 介護保険給付に含まれます。

（注1）　健康診断は、年に２回実施機会を設けます。健康診断は実費となります。

散歩援助
買い物援助
各種イベント／季節行事
趣味活動等
外出・外食援助
理容・美容

健康診断
健康相談
生活相談
医師の往診

服薬援助

医療費

移送サービス

　○洗濯
　○居室配膳・下膳

　○代行
買い物

役所手続き

昼間6時～20時

夜間20時～6時

　○機能訓練

　○通院の介助／同行

ﾅｰｽｺｰﾙ

緊急搬送
生活サービス

　○清掃
居室
洗面台・トイレ

　○入浴等
一般浴介助
清拭
機械浴介助

　○身辺介助

体位交換
居室からの移動

身だしなみ介助

介護サービス
　○食事介助

　○排泄
排泄介助
おむつ交換
おむつ代

介護を行う場所 利用者専用介護居室／共有フロア 利用者専用介護居室／共有フロア

サービスの分類
介護保険給付に

含むｻｰﾋﾞｽ
介護保険給付に含まれず

料金を徴収するｻｰﾋﾞｽ

介護保険給付に
含むｻｰﾋﾞｽ

介護保険給付に含まれず

料金を徴収するｻｰﾋﾞｽ

介護サービス等の一覧表②

要介護認定結果 要介護４ 要介護５

状態

・身だしなみや居室の掃除などの身の回り
の世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持など複雑
な動作がほとんどできない。
・歩行や両足の立位保持などの移動の動
作が自分ひとりでできない。
・排泄がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が
見られることがある。

・身だしなみや居室の掃除などの身の回り
の世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持など複雑
な動作がほとんどできない。
・歩行や両足の立位保持などの移動の動
作がほとんどできない。
・排泄や食事がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が
見られることがある。


